
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続財産から控除できる債務 

Ｑ：先日、父が亡くなりました。相続財産

から控除できるものに債務があるそうですが、

どのようなものがそれに該当するのですか？ 

 

Ａ：次のようなものが該当します。 

【解説】 

相続財産から差し引くことができる債務控

除には、債務と葬式費用があります。 

 ①債務 

  相続財産から差し引くことができる債務は、

被相続人が死亡したときにあった債務で確

実と認められるものです。ただし、被相続

人に課税される税金で被相続人の死亡後相

続人などが納付又は徴収されることになっ

た所得税などの税金については、被相続人

が死亡したときに確定していないものであ

っても、差し引くことができます。 

 ②葬式費用 

  葬式費用は債務ではありませんが、相続税

を計算するときは遺産総額から差し引くこ

とができます。 

 ③債務控除できる人 

  債務控除できる人は、その債務などを負担

することになる相続人や包括受遺者ですが、

相続人や包括受遺者であっても、相続又は

遺贈により財産を取得したときに日本国内

に住所がない人で一定の要件に該当しない

人は、遺産総額から控除できる債務の範囲

が限られ、葬式費用も控除することができ

ないことになっています。 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１２年）平成２４年   月   日 金曜日 ５１ １

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

4 4 8 1  

号 

 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

